
平
成
八
年
政
令
第
百
五
十
三
号

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令

内
閣
は
、
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第
四

号
、
第
五
条
第
三
項
第
四
号
（
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十

二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第

二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
事
業
主
）

第
一
条
　
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
政

令
で
定
め
る
者
は
、
造
林
又
は
育
林
の
事
業
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

と
す
る
。

（
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
三
項
第
四
号
（
法
第
六
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め

る
基
準
は
、
当
該
改
善
措
置
の
実
施
が
法
第
三
十
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
適
切
な
管
理
及
び
法
第
三

十
一
条
の
文
書
に
係
る
事
項
の
明
確
化
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
の
特
例
）

第
三
条
　
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
資
金
は
、

林
業
労
働
に
従
事
す
る
者
を
確
保
す
る
た
め
の
保
健
施

設
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
施
設
を
含
む
。
）
で
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
設
置
す
る
の

に
必
要
な
資
金
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
法
第
七
条
の
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
十
五
年
以
内
と
す
る
。

（
林
業
就
業
促
進
資
金
の
種
類
、
償
還
期
間
及
び
据
置

期
間
）

第
四
条
　
法
第
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定

め
る
資
金
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
当
該
資
金
に
係
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で

定
め
る
期
間
及
び
同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
当
該
資
金
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

林
業
就
業
促
進
資
金
の
種
類

償

還

期
間

据
置

期
間

一
　
新
た
に
林
業
に
就
業
し
よ
う
と
す
る
者

が
そ
の
就
業
に
必
要
な
林
業
の
技
術
又
は
経

営
方
法
を
実
地
に
習
得
す
る
た
め
の
研
修
で

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
を
受
け
る
の
に
必
要
な
資
金

二

十

年

以

内

四
年

以
内

二
　
新
た
に
林
業
に
就
業
し
よ
う
と
す
る
者

が
そ
の
就
業
に
必
要
な
移
転
そ
の
他
の
事
前

の
活
動
で
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金

二

十

年

以

内

四
年

以
内

三
　
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事

業
主
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に
従
っ
て
新

た
に
雇
い
入
れ
る
林
業
労
働
者
に
対
し
第
一

号
の
資
金
を
支
給
す
る
の
に
必
要
な
資
金

十

三

年

以

内

四
年

以
内

四
　
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事

業
主
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に
従
っ
て
新

た
に
雇
い
入
れ
る
林
業
労
働
者
に
対
し
第
二

号
の
資
金
を
支
給
す
る
の
に
必
要
な
資
金

十

三

年

以

内

四
年

以
内

（
事
務
の
委
託
）

第
五
条
　
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
が
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
森
林
組
合
連
合
会
そ

の
他
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
団
体
で
政
令

で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
、

林
業
就
業
促
進
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
債
権
に
つ
い
て

の
保
全
及
び
取
立
て
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
六
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
一
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行

う
事
業
協
同
組
合
又
は
同
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二

号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
で
、
造
林
業
、
育

林
業
又
は
素
材
生
産
業
を
営
む
者
の
組
織
す
る
も
の
と

す
る
。

（
償
還
方
法
）

第
七
条
　
都
道
府
県
が
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
貸
し
付
け
る
資
金
の
償
還
期
間
は
、
二
十
一
年

（
五
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
以
内
と
す
る
。

（
納
付
金
）

第
八
条
　
都
道
府
県
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
貸
付
事

業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
政
府
へ
の
納
付
金
は
、
そ
の
廃
止
の
際
に
お
け

る
当
該
事
業
に
係
る
資
金
の
未
貸
付
額
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
そ
の
廃
止
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内

に
、
そ
の
後
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
当
該
事
業
に
係

る
資
金
の
償
還
金
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
支
払

を
受
け
た
償
還
金
に
係
る
歳
入
の
所
属
年
度
の
翌
年
度

の
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
延
滞
金
）

第
九
条
　
都
道
府
県
は
、
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

政
府
へ
の
納
付
金
を
前
条
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
完

納
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
か
ら
そ
の

完
納
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
未
納
に
係
る
金
額
に

つ
き
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延

滞
金
を
政
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日
政
令
第
二

四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
日
政
令
第
三
九

号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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